
大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２５年９月２５日 

                     大和市長  大 木  哲   

 

大和市規則第６７号 

大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和４０年大和市規則第８号）の一

部を次のように改正する。 

第９条第１項第１号ア中「８級、７級、」を削り、「及び４級」を「、４級及び３級」に改め、

同号中イを削り、ウをイとし、エからカまでをウからオまでとする。 

別表第１行政職給料表(1)、１級の項を削り、同表中行政職給料表(1)、２級の項を行政職給料表

(1)、１級の項とし、同表行政職給料表(1)、３級の項を削り、同表行政職給料表(1)、４級の項第

２号中「栄養士、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、司書、司書補若しくは

医療ソーシャルワーカーで特に高度の知識及び経験を有する者又は」を「教育委員会の」に改め、

同項を同表行政職給料表(1)、２級の項とし、同表行政職給料表(1)、５級の項第１号中「副主幹」

を「電気主任」に改め、同項第２号中「又は副主幹」を「、電気主任又はボイラー・タービン主任」

に改め、同項第３号から第７号までの規定中「又は副主幹」を削り、同項第８号及び第９号中「、

副主幹」を削り、同項第１１号中「又は副主幹」を削り、同項を同表行政職給料表(1)、３級の項

とし、同表行政職給料表(1)、６級の項第１号中「、室長」を削り、同項を同表行政職給料表(1)、

４級の項とし、同表中行政職給料表(1)、７級の項を行政職給料表(1)、５級の項とし、行政職給料

表(1)、８級の項を行政職給料表(1)、６級の項とし、行政職給料表(2)、２級の項を削り、行政職

給料表(2)、３級の項を行政職給料表(2)、２級の項とし、行政職給料表(2)、４級の項を削り、行

政職給料表(2)、５級の項を行政職給料表(2)、３級の項とする。 

別表第２、１ 行政職給料表(1)級別資格基準表中１級の欄及び２級の欄を次のように改め、３

級の欄を削る。 

１級 ２級 

  

０ ８．５ 

  

０ １０．５ 

  

０ １２．５ 

 １２．５ 

３ １５．５ 



 

別表第２、２ 行政職給料表(2)級別資格基準表中３級の欄を次のように改め、４級の欄を削る。 

１１ 

 

１４ 

 

１４ 

 

別表第６、１ 行政職給料表(1)初任給基準表初任給の欄中「２級１号給」を「１級２９号給」

に改める。 

別表第７、１ 行政職給料表(1)昇格時号給対応表を次のように改める。 

  



 

 １ 行政職給料表(1)昇格時号給対応表 

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

１  １  １  １  １  １  

２  １  １  １  ２  １  

３  １  １  １  ３  １  

４  １  １  １  ４  １  

５  １  １  １  ５  １  

６  １  １  １  ６  １  

７  １  １  １  ７  １  

８  １  １  １  ８  １  

９  １  １  １  ９  １  

１０  １  １  １  １０  １  

１１  １  １  １  １１  １  

１２  １  １  １  １２  １  

１３  １  １  １  １３  １  

１４  １  １  １  １４  １  

１５  １  １  １  １５  １  

１６  １  １  １  １６  １  

１７  １  １  １  １７  １  

１８  １  １  １  １７  ２  

１９  １  １  １  １８  ３  

２０  １  １  １  １８  ４  

２１  １  １  １  １９  ５  

２２  １  １  ２  １９  ６  

２３  １  １  ３  ２０  ７  

２４  １  １  ４  ２０  ８  

２５  １  １  ５  ２１  ９  

２６  １  １  ６  ２１  １０  

２７  １  １  ７  ２２  １１  

２８  １  １  ８  ２２  １２  

２９  １  １  ９  ２３  １３  

３０  １  １  １０  ２３  １４  

３１  １  １  １１  ２４  １５  

３２  １  １  １２  ２４  １６  

３３  １  １  １３  ２５  １７  

３４  １  １  １４  ２５  １７  

３５  １  １  １５  ２５  １８  

３６  １  １  １６  ２６  １８  

３７  １  １  １７  ２６  １９  

３８  １  ２  １８  ２６  １９  

３９  １  ３  １９  ２７  ２０  



 

４０  １  ４  ２０  ２７  ２０  

４１  １  ５  ２１  ２７  ２１  

４２  １  ６  ２１  ２８  ２１  

４３  １  ７  ２２  ２８  ２１  

４４  １  ８  ２２  ２８  ２２  

４５  １  ９  ２３  ２９  ２２  

４６  ２  １０  ２３  ２９  ２２  

４７  ３  １１  ２４  ２９  ２３  

４８  ４  １２  ２４  ３０  ２３  

４９  ５  １３  ２５  ３０  ２３  

５０  ６  １４  ２５  ３０  ２４  

５１  ７  １５  ２６  ３１  ２４  

５２  ８  １６  ２６  ３１  ２４  

５３  ９  １７  ２７  ３１  ２５  

５４  １０  １７  ２７  ３２  ２５  

５５  １１  １８  ２８  ３２  ２６  

５６  １２  １８  ２８  ３２  ２６  

５７  １３  １９  ２９  ３３  ２７  

５８  １４  １９  ２９    ２７  

５９  １５  ２０  ３０    ２８  

６０  １６  ２０  ３０    ２８  

６１  １７  ２１  ３１    ２９  

６２  １７  ２２  ３１      

６３  １７  ２３  ３２      

６４  １８  ２４  ３２      

６５  １８  ２５  ３３      

６６  １９  ２６  ３４      

６７  ２０  ２７  ３５      

６８  ２１  ２８  ３６      

６９  ２２  ２９  ３７      

７０  ２２  ３０  ３８      

７１  ２３  ３１  ３９      

７２  ２４  ３２  ４０      

７３  ２４  ３３  ４１      

７４  ２５  ３４  ４２      

７５  ２６  ３５  ４３      

７６  ２７  ３６  ４４      

７７  ２７  ３７  ４５      

７８  ２８  ３８        

７９  ２９  ３９        

８０  ２９  ４０        

８１  ３０  ４１        



 

８２  ３１  ４２        

８３  ３１  ４３        

８４  ３２  ４４        

８５  ３３  ４５        

８６  ３３  ４６        

８７  ３４  ４７        

８８  ３４  ４８        

８９  ３５  ４９        

９０  ３６  ５０        

９１  ３６  ５１        

９２  ３７  ５２        

９３  ３７  ５３        

９４  ３８  ５４        

９５  ３８  ５５        

９６  ３９  ５６        

９７  ３９  ５７        

９８  ４０  ５８        

９９  ４０  ５９        

１００  ４１  ６０        

１０１  ４１  ６１        

１０２  ４１  ６２        

１０３  ４１  ６３        

１０４  ４２  ６４        

１０５  ４２  ６５        

１０６  ４２  ６６        

１０７  ４２  ６７        

１０８  ４２  ６８        

１０９  ４３  ６９        

１１０  ４３  ７０        

１１１  ４３  ７１        

１１２  ４３  ７２        

１１３  ４３  ７３        

１１４  ４３  ７４        

１１５  ４４  ７５        

１１６  ４４  ７６        

１１７  ４４  ７７        

１１８  ４４  ７７        

１１９  ４５  ７７        

１２０  ４５  ７７        

１２１  ４５  ７７        

１２２  ４５          

１２３  ４５          



 

１２４  ４６          

１２５  ４６          

１２６  ４６          

１２７  ４６          

１２８  ４６          

１２９  ４６          

１３０  ４７          

１３１  ４７          

１３２  ４７          

１３３  ４７          

１３４  ４７          

１３５  ４８          

１３６  ４８          

１３７  ４８          

１３８  ４８          

１３９  ４９          

１４０  ４９          

１４１  ４９          

１４２  ４９          

１４３  ４９          

１４４  ５０          

１４５  ５０          

１４６  ５０          

１４７  ５０          

１４８  ５０          

１４９  ５１          

１５０  ５１          

１５１  ５１          

１５２  ５１          

１５３  ５１          

 

  



 

別表第７、２ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表を次のように改める。 

  



 

２ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表 

昇格した日の前日

に受けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 

１ １ １  

２ １ １  

３ １ １  

４ １ １  

５ １ １  

６ １ １  

７ １ １  

８ １ １  

９ １ １  

１０ １ １  

１１ １ １  

１２ １ １  

１３ １ １  

１４ ２ １  

１５ ３ １  

１６ ４ １  

１７ ５ １  

１８ ６ １  

１９ ７ １  

２０ ８ １  

２１ ９ １  

２２ １０ １  

２３ １１ １  

２４ １２ １  

２５ １３ １  

２６ １４ １  

２７ １５ １  

２８ １６ １  

２９ １７ １  

３０ １８ １  

３１ １９ １  

３２ ２０ １  

３３ ２１ １  

３４ ２２ １  

３５ ２３ １  

３６ ２４ １  

３７ ２５ １  

３８ ２６ １  

３９ ２７ １  



 

４０ ２８ １  

４１ ２９ １  

４２ ３０ １  

４３ ３１ １  

４４ ３２ １  

４５ ３３ １  

４６ ３４ ２  

４７ ３５ ３  

４８ ３６ ４  

４９ ３７ ５  

５０ ３８ ６  

５１ ３９ ７  

５２ ４０ ８  

５３ ４１ ９  

５４ ４２ １０  

５５ ４３ １１  

５６ ４４ １２  

５７ ４５ １３  

５８ ４６ １３  

５９ ４７ １４  

６０ ４８ １４  

６１ ４９ １５  

６２ ５０ １５  

６３ ５１ １６  

６４ ５２ １６  

６５ ５３ １７  

６６ ５４ １８  

６７ ５５ １９  

６８ ５６ ２０  

６９ ５７ ２１  

７０ ５８ ２２  

７１ ５９ ２３  

７２ ６０ ２４  

７３ ６１ ２５  

７４  ２６  

７５  ２７  

７６  ２８  

７７  ２９  

７８  ２９  

７９  ３０  

８０  ３０  

８１  ３１  



 

８２  ３１  

８３  ３２  

８４  ３２  

８５  ３３  

８６  ３４  

８７  ３５  

８８  ３６  

８９  ３７  

９０  ３８  

９１  ３９  

９２  ４０  

９３  ４１  

９４  ４１  

９５  ４２  

９６  ４２  

９７  ４３  

９８  ４３  

９９  ４４  

１００  ４４  

１０１  ４５  

１０２  ４５  

１０３  ４６  

１０４  ４６  

１０５  ４７  

１０６  ４７  

１０７  ４８  

１０８  ４８  

１０９  ４９  

１１０  ４９  

１１１  ４９  

１１２  ４９  

１１３  ５０  

１１４  ５０  

１１５  ５０  

１１６  ５０  

１１７  ５１  

１１８  ５１  

１１９  ５１  

１２０  ５１  

１２１  ５２  

 

  



 

附 則 

この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 


